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口① 現 車 の 持 ち 込 み① 現 車 の 持 ち 込 み

② リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会② リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会
　 → リ サ イ ク ル 料 金 情 報 の 通 知　 → リ サ イ ク ル 料 金 情 報 の 通 知

③ 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券③ 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券
　 の 打 ち 出 し　 の 打 ち 出 し

リ サ イ ク ル 券リ サ イ ク ル 券 ④ リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託④ リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託

⑤ 預 託 確 認 印⑤ 預 託 確 認 印
　 押 印　 押 印

⑥ 継 続 検 査 申 請⑥ 継 続 検 査 申 請

～既販車のリサイクル料金の預託方法のイメージ～

　○継続検査には、１．認証工場経由、ユーザー車検で行う継続車検（現車持込み必要）［約１０００万台／年］ 、２．指定整備工場経由で行う継続車検

　　（現車持込み不要）［約２２００万台／年］が存在する。
　○１．認証工場経由、ユーザー車検で行う継続検査におけるリサイクル料金の預託については、基本的に運輸支局・検査登録事務所で行うこととし、
　　２．指定整備工場経由で行う継続検査におけるリサイクル料金の預託については、原則指定整備工場における検査時点で行うこととする。
　　（全ての既販車のリサイクル料金の預託を運輸支局等で行うことは、運輸支局等において膨大なリサイクル料金の預託実務が発生することから実務上
　　　困難であるため、指定整備工場において事前にリサイクル料金の預託が可能となる実務を構築することが不可欠。）。

１．継続検査時預託①：
　認証工場経由、ユーザー車検で行う継続検査（約１０００万台／年）におけるリサイクル料金の預託

運輸支局、検査登録事務所
の端末と資金管理法人は専
用回線で接続

① 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 へ の 現 車 の 持 込 み 。① 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 へ の 現 車 の 持 込 み 。
② 、 ③ 登 録 ・ 車 両 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 資 金 管 理 法 人 に リ サ イ ク ル 料 金 を 照 会 し 、 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券 を 打 ち 出 す 。② 、 ③ 登 録 ・ 車 両 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 資 金 管 理 法 人 に リ サ イ ク ル 料 金 を 照 会 し 、 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券 を 打 ち 出 す 。

④ 打 ち 出 し た 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券 を 支 払 窓 口 に 提 示 し 、 リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。④ 打 ち 出 し た 請 求 書 付 き リ サ イ ク ル 券 を 支 払 窓 口 に 提 示 し 、 リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。
⑤ 切 り 離 さ れ た リ サ イ ク ル 券 を 自 動 車 検 査 票 等 と 共 に 確 認 窓 口 に 提 示 。 確 認 窓 口 で は リ サ イ ク ル 券 を 確 認 し 、 預 託 済 で あ る 旨 自 動 車 検 査 票 に 押 印 。⑤ 切 り 離 さ れ た リ サ イ ク ル 券 を 自 動 車 検 査 票 等 と 共 に 確 認 窓 口 に 提 示 。 確 認 窓 口 で は リ サ イ ク ル 券 を 確 認 し 、 預 託 済 で あ る 旨 自 動 車 検 査 票 に 押 印 。
⑥ 押 印 さ れ た 自 動 車 検 査 票 等 を 含 め 必 要 な 書 類 を 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 の 継 続 検 査 申 請 窓 口 へ 提 示 。⑥ 押 印 さ れ た 自 動 車 検 査 票 等 を 含 め 必 要 な 書 類 を 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 の 継 続 検 査 申 請 窓 口 へ 提 示 。
⑦ 申 請 窓 口 に お い て は 、 自 動 車 検 査 票 等 に 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し 車 検 証 を 返 付 。⑦ 申 請 窓 口 に お い て は 、 自 動 車 検 査 票 等 に 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し 車 検 証 を 返 付 。

１

＜継続検査時預託の概要＞

資金管理法人
からの委託

資金管理法人
からの委託

⑦ 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し⑦ 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し
　 車 検 証 を 返 付　 車 検 証 を 返 付

リ サ イ ク ル 料 金リ サ イ ク ル 料 金
を 送 金 （ 別 途 ）を 送 金 （ 別 途 ）

＜別紙＞
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リ サ イ ク ル 券リ サ イ ク ル 券

① 現 車 の 持 ち 込 み① 現 車 の 持 ち 込 み

資　金　管　理　法　人資　金　管　理　法　人

② リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 ・ 預 託 申 請② リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 ・ 預 託 申 請
　 → リ サ イ ク ル 料 金 情 報 ・ 預 託 申 請 受 理　 → リ サ イ ク ル 料 金 情 報 ・ 預 託 申 請 受 理
　 　 情 報 の 通 知　 　 情 報 の 通 知
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⑧ 継 続 検 査 申 請⑧ 継 続 検 査 申 請

２

２．継続検査時預託②：指定整備工場経由で行う継続検査（約２２００万台／年）におけるリサイクル料金の預託

以下の３方式が存在。
・インターネット経由
・パソコンを保有しない場合：
　ＦＡＸ
・メール

以下の３つの方式が存在。
・口座引落の利用
・コンビニエンスストアの利用
・郵便局の利用

③ リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託③ リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託

① 指 定 整 備 工 場 へ の 現 車 の 持 込 み 。① 指 定 整 備 工 場 へ の 現 車 の 持 込 み 。
② 登 録 ・ 車 両 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 資 金 管 理 法 人 に リ サ イ ク ル 料 金 を 照 会 す る と と も に 預 託 を 申 請 （ リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 を 車 検 の 予 約 時 な ど に 事② 登 録 ・ 車 両 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 資 金 管 理 法 人 に リ サ イ ク ル 料 金 を 照 会 す る と と も に 預 託 を 申 請 （ リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 を 車 検 の 予 約 時 な ど に 事
　 前 に 行 っ て お く こ と に よ り 、 実 務 を 円 滑 化 す る こ と が 可 能 ） 。 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア を 利 用 す る 場 合 、 Ｓ Ｐ Ｃ （ ｽ ﾏ ｰ ﾄ ﾋ ﾟ ｯ ﾄ ｶ ｰ ﾄ ﾞ ） 番 号 も 同 時 に 申 請 （ Ｓ　 前 に 行 っ て お く こ と に よ り 、 実 務 を 円 滑 化 す る こ と が 可 能 ） 。 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア を 利 用 す る 場 合 、 Ｓ Ｐ Ｃ （ ｽ ﾏ ｰ ﾄ ﾋ ﾟ ｯ ﾄ ｶ ｰ ﾄ ﾞ ） 番 号 も 同 時 に 申 請 （ Ｓ
　 Ｐ Ｃ と リ サ イ ク ル 料 金 と を ひ も 付 け ） 。 資 金 管 理 法 人 か ら リ サ イ ク ル 料 金 情 報 ・ 預 託 申 請 受 理 情 報 を 通 知 。 （ イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 ： リ ア ル タ イ ム 、 Ｆ　 Ｐ Ｃ と リ サ イ ク ル 料 金 と を ひ も 付 け ） 。 資 金 管 理 法 人 か ら リ サ イ ク ル 料 金 情 報 ・ 預 託 申 請 受 理 情 報 を 通 知 。 （ イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 ： リ ア ル タ イ ム 、 Ｆ
　 Ａ Ｘ 利 用 ： １ 時 間 程 度 、 メ ー ル ： １ 日 （ た だ し メ ー ル は 一 度 に 多 く の 台 数 に つ い て や り 取 り 可 能 ） ）　 Ａ Ｘ 利 用 ： １ 時 間 程 度 、 メ ー ル ： １ 日 （ た だ し メ ー ル は 一 度 に 多 く の 台 数 に つ い て や り 取 り 可 能 ） ）
③ （ １ ） 口 座 引 落 （ 月 ２ 回 の 引 落 を 想 定 ） 、 （ ２ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 （ Ｓ Ｐ Ｃ を コ ン ビ ニ に 提 示 ） 、 （ ３ ） 郵 便 局 利 用 （ 自 社 の 郵 便 局 口 座 か ら③ （ １ ） 口 座 引 落 （ 月 ２ 回 の 引 落 を 想 定 ） 、 （ ２ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 （ Ｓ Ｐ Ｃ を コ ン ビ ニ に 提 示 ） 、 （ ３ ） 郵 便 局 利 用 （ 自 社 の 郵 便 局 口 座 か ら
　 資 金 管 理 法 人 の 口 座 へ 自 動 払 込 み ） に よ り リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。　 資 金 管 理 法 人 の 口 座 へ 自 動 払 込 み ） に よ り リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。
④ 、 ⑤ 、 ⑥ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 、 郵 便 局 か ら 資 金 管 理 法 人 へ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 が 通 知 さ れ 、 リ サ イ ク ル 券 の 発 行 が 許 可 さ れ る 。 こ れ を 受 け て 指④ 、 ⑤ 、 ⑥ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 、 郵 便 局 か ら 資 金 管 理 法 人 へ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 が 通 知 さ れ 、 リ サ イ ク ル 券 の 発 行 が 許 可 さ れ る 。 こ れ を 受 け て 指
　 定 整 備 工 場 に お い て リ サ イ ク ル 券 を 打 ち 出 す （ 口 座 引 落 の 場 合 、 預 託 申 請 を 受 理 し た 時 点 で リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し 可 ）　 定 整 備 工 場 に お い て リ サ イ ク ル 券 を 打 ち 出 す （ 口 座 引 落 の 場 合 、 預 託 申 請 を 受 理 し た 時 点 で リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し 可 ）   。。
（ リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 ・ 預 託 申 請 か ら リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し が 可 能 と な る ま で の 所 要 時 間 （ １ ） 口 座 引 落 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は 数 分 、 メ ー ル は １（ リ サ イ ク ル 料 金 の 照 会 ・ 預 託 申 請 か ら リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し が 可 能 と な る ま で の 所 要 時 間 （ １ ） 口 座 引 落 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は 数 分 、 メ ー ル は １

　 日 、 （ ２ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は 数 時 間 、 Ｆ Ａ Ｘ は １ 日 、 （ ３ ） 郵 便 局 利 用 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は ４ 日 、 Ｆ Ａ Ｘ は ５ 日 ）　 日 、 （ ２ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は 数 時 間 、 Ｆ Ａ Ｘ は １ 日 、 （ ３ ） 郵 便 局 利 用 ： イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 は ４ 日 、 Ｆ Ａ Ｘ は ５ 日 ）
⑦ リ サ イ ク ル 券 を 保 安 基 準 適 合 証 と 共 に 確 認 窓 口 に 提 示 。 確 認 窓 口 で は リ サ イ ク ル 券 を 確 認 し 、 預 託 済 で あ る 旨 保 安 基 準 適 合 証 に 押 印 。⑦ リ サ イ ク ル 券 を 保 安 基 準 適 合 証 と 共 に 確 認 窓 口 に 提 示 。 確 認 窓 口 で は リ サ イ ク ル 券 を 確 認 し 、 預 託 済 で あ る 旨 保 安 基 準 適 合 証 に 押 印 。
⑧ 押 印 さ れ た 保 安 基 準 適 合 証 を 含 め 必 要 な 書 類 を 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 の 継 続 検 査 申 請 窓 口 へ 提 示 。⑧ 押 印 さ れ た 保 安 基 準 適 合 証 を 含 め 必 要 な 書 類 を 運 輸 支 局 ・ 検 査 登 録 事 務 所 の 継 続 検 査 申 請 窓 口 へ 提 示 。
⑨ 申 請 窓 口 に お い て は 、 保 安 基 準 適 合 証 に 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し 車 検 証 を 返 付 。⑨ 申 請 窓 口 に お い て は 、 保 安 基 準 適 合 証 に 確 認 印 が あ る こ と を 確 認 し 車 検 証 を 返 付 。

⑤ リ サ イ ク ル 券 発 行 許 可 情 報⑤ リ サ イ ク ル 券 発 行 許 可 情 報

コンビニエンスストア・郵 便 局 等コンビニエンスストア・郵 便 局 等

④ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 の 通 知④ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 の 通 知
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資金管理法人
からの委託

資金管理法人
からの委託

資金管理法人
からの委託

⑨ 確 認 印 が あ る こ と を⑨ 確 認 印 が あ る こ と を
　 確 認 し 車 検 証 を 返 付　 確 認 し 車 検 証 を 返 付

⑥ リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し⑥ リ サ イ ク ル 券 の 打 ち 出 し

⑦ 預 託 確 認 印 押 印⑦ 預 託 確 認 印 押 印
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運 輸 支 局 等 内 又 は 近 傍 の 既 存 団 体 窓 口運 輸 支 局 等 内 又 は 近 傍 の 既 存 団 体 窓 口



３．引取時預託

　○引取業者による引取時預託の具体的方法としては、継続検査時の指定整備工場におけるリサイクル料金の預託方法のうち、原則コンビニエンスストア
　　利用及び郵便局利用により行うこととする。

　○口座引落の利用については、既販車のうち車検を受けずに使用済となるもののリサイクル料金の徴収が引取時預託の太宗を占めることが想定されてお
　　り、これは施行後３年間においてのみ発生することから、継続検査時預託において本方法を利用する事業者のみ利用可能とする方向。３年後に本方法
　　を継続的に実施するかも含め見直しを行うこととする。

＜引取時預託の概要＞

引 取 業 者引 取 業 者

端　末

引 取 書 面引 取 書 面

① 使 用 済 自 動 車 の 引 渡 し① 使 用 済 自 動 車 の 引 渡 し

② リ サ イ ク ル 料 金 預 託 確 認② リ サ イ ク ル 料 金 預 託 確 認
　 → リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報　 → リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報
　 　 情 報 の 通 知　 　 情 報 の 通 知
　 　 （ 預 託 済 ｏ ｒ 未 預 託 ）　 　 （ 預 託 済 ｏ ｒ 未 預 託 ）

以下の方式が存在。
・インターネット経由
・パソコンを保有しない場合：
　ＦＡＸ

以下の３つの方式が存在。
・コンビニエンスストアの利用
・郵便局の利用
・口座引落の利用

③ リ サ イ ク ル 料 金 未 預 託 の 場 合③ リ サ イ ク ル 料 金 未 預 託 の 場 合
　 リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託　 リ サ イ ク ル 料 金 の 預 託

⑤ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 済 情 報⑤ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 済 情 報

コンビニエンスストア・郵 便 局 等コンビニエンスストア・郵 便 局 等

④ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 の 通 知④ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 の 通 知

資金管理法人
からの委託

⑥ 引 取 書 面 の 交 付⑥ 引 取 書 面 の 交 付

最
終
所
有
者

最
終
所
有
者

資　金　管　理　法　人資　金　管　理　法　人 情　報　管　理　セ　ン　タ　ー情　報　管　理　セ　ン　タ　ー

⑦ 引 取 報 告 の 実 施⑦ 引 取 報 告 の 実 施

① 使 用 済 自 動 車 の 引 渡 し 。① 使 用 済 自 動 車 の 引 渡 し 。
② 登 録 ・ 車 両 番 号 又 は リ サ イ ク ル 券 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 預 託 確 認 。 資 金 管 理 法 人 か ら 預 託 済 又 は 未 預 託 情 報 を 通 知 。 預 託 済 の 場 合 は ⑥ へ 。 未 預 託② 登 録 ・ 車 両 番 号 又 は リ サ イ ク ル 券 番 号 及 び 車 台 番 号 を 用 い て 預 託 確 認 。 資 金 管 理 法 人 か ら 預 託 済 又 は 未 預 託 情 報 を 通 知 。 預 託 済 の 場 合 は ⑥ へ 。 未 預 託
　 の 場 合 は ③ へ 。　 の 場 合 は ③ へ 。
③ （ １ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 （ Ｓ Ｐ Ｃ を コ ン ビ ニ に 提 示 ） 、 （ ２ ） 郵 便 局 利 用 （ 自 社 の 郵 便 局 口 座 か ら 資 金 管 理 法 人 の 口 座 へ 自 動 払 込 み ） 、③ （ １ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 利 用 （ Ｓ Ｐ Ｃ を コ ン ビ ニ に 提 示 ） 、 （ ２ ） 郵 便 局 利 用 （ 自 社 の 郵 便 局 口 座 か ら 資 金 管 理 法 人 の 口 座 へ 自 動 払 込 み ） 、

（ ３ ） 口 座 引 落 （ 月 ２ 回 の 引 落 を 想 定 ） に よ り リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。（ ３ ） 口 座 引 落 （ 月 ２ 回 の 引 落 を 想 定 ） に よ り リ サ イ ク ル 料 金 を 預 託 。
④ 、 ⑤ 、 ⑥ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 、 郵 便 局 か ら 資 金 管 理 法 人 へ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 が 通 知 さ れ 、 引 取 報 告 の 実 施 が 許 可 さ れ る 。 こ れ を 受 け て 引 取 業④ 、 ⑤ 、 ⑥ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 、 郵 便 局 か ら 資 金 管 理 法 人 へ リ サ イ ク ル 料 金 預 託 情 報 が 通 知 さ れ 、 引 取 報 告 の 実 施 が 許 可 さ れ る 。 こ れ を 受 け て 引 取 業
　 者 に お い て 引 取 書 面 を 交 付 （ 引 取 書 面 と し て 利 用 で き る 書 面 の 打 出 し を 可 能 と す る 方 向 ） （ 口 座 引 落 の 場 合 、 預 託 申 請 を 受 理 し た 時 点 で 引 取 報 告 可 ）　 者 に お い て 引 取 書 面 を 交 付 （ 引 取 書 面 と し て 利 用 で き る 書 面 の 打 出 し を 可 能 と す る 方 向 ） （ 口 座 引 落 の 場 合 、 預 託 申 請 を 受 理 し た 時 点 で 引 取 報 告 可 ）
⑦ 引 取 業 者 に お い て 引 取 報 告 を 実 施 。⑦ 引 取 業 者 に お い て 引 取 報 告 を 実 施 。

３

インターネット経由


